
Q、定款とは、どういった働きをするものですか。

キャッシュレス決済のポイント還元
個別店舗は５％、コンビニ等は２％
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政府は、本年10月１日の消費増税に伴い、需要平準

化対策として、消費税率引上げ後の一定期間に限り、

中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使っ

たポイント還元・割引を支援する。

キャッシュレス・消費者還元事業は、10月１日の消費

税率引上げ後2020年６月末までの９カ月間について、

消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規

模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行っ

た場合、個別店舗については５％、コンビニなどのフ

ランチャイズチェーン加盟店等については２％を消費

者に還元する。

幅広く中小・小規模事業者を対象とするが、（1）社会通念上不適切と考えられる者（風俗店等）、（2）換金性の高い取引（商品券、プ

リペイドカード等）、（3）別途の需要平準化対策が講じられる取引（住宅、自動車）、（4）一部の消費税非課税取引がその取引の太宗

を占めると考えられる者（医療機関等）は対象外となる予定。

キャッシュレス決済の手段は、クレジットカードを始め電子マネー、QRコードなど幅広く対象となる。

事業に参加する決済事業者は、中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3.25％以下にしておく必要がある。

中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用の1/3を決済事業者が負担することを前提に、

残りの2/3を国が補助する。したがって、中小・小規模事業者の自己負担はない。

キャッシュレス決済のポイント還元
個別店舗は５％、コンビニ等は２％

税理士の

東京事業部　川西慶治

政府は、キャッシュレス・消費者還元事業以外にも、複数税率対応に向けたレジ機器等

の導入費用を補助する支援制度（軽減税率対策補助金）も発表しています。2019年10月

１日の消費税率引き上げに向けて、補助金の活用等も含め、今一度、事前にどういった

準備が必要か確認しておくと良いでしょう。



Q、定款とは、どういった働きをするものですか。

司法書士の

会社の目的や役員の任期等の会社の仕組みや運営方法に関する定款の規定は、その時々の会社の実態・方針

に合わせて随時変更が必要になります。定款の内容を変更するには、議決権の過半数を有する株主が出席し

た株主総会において、出席株主の議決権の３分の２以上の同意を得る必要があります。株主の承認を得て定

款の内容を変更したら、その都度その内容を反映した定款を作成して保管しておきましょう。また、定款の

内容の変更箇所が登記事項である場合には、変更登記手続が必要になります。

変更登記手続は、変更の効力が発生した日から原則２週間以内にする必要があります。
司法書士　堂馬理恵子

A、 株式会社の仕組みや運営方法についてはまず法令（会社法や施行令）

によって定められています。

ただし、その法令は絶対的なものではなく、会社の自治を尊重し、会

社がある程度自由に決定しそれを定款に定めることができるように

なっています。

そしてこの定款は一度決定されたら会社にとっては、国の憲法に相当

するくらい重要なものとなり、会社は法令と定款の定めにしたがって

運営されなければなりません。

定款への記載事項

定款には基本的に記載しなければならない事項があります。これを絶対

的記載事項といい、会社法では５つの事項に定められています。

この５つの事項を記載しないと定款を登記できません。

さらに、相対的記載事項（定款に記載しないとその内容の法的効力が生じない事項）、任意的記載事項などがあります。

相対的記載事項

相対的記載事項とは、定款に記載しないとその内容の法的効力が生じない事項をいいます。

任意的記載事項

定款に記載してもしなくてもいい事項をいいます。

相対的記載事項のように法的効力がありませんが、定款に書いておけば、会社の内容が明確になったり、株主への周知もできるの

で会社運営がスムーズになります。

① 会社の目的

② 会社の商号

③ 本店の所在地

④ 設立時に出資される財産の価額、その最低額

⑤ 発起人の氏名、住所

① 現物出資

② 財産引受

③ 設立費用

④ 設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名

⑤ 取締役や会計参与・監査役などを置く旨

⑥ 役員の任期の伸長

⑦ 役員の責任の限定に関する定め

⑧ 株主総会の招集期間の短縮　他

① 定時株主総会の招集時期

② 取締役・監査役の数

③ 株主総会の議長

④ 営業年度（決算）に関する規定　他
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